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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)
解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
一
〇
番
八
号
渋
谷

道
玄
坂
東
急
ビ
ル
二
Ｆ

Ｃ
株
式
会
社
ハ
イ
フ
ァ
イ
ブ

代
表
清
算
人

並
木

忠
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
立
川
市
高
松
町
三
丁
目
四
番
一
五
号

株
式
会
社
な
ん
で
も
屋
林
商
会

代
表
清
算
人

林

喜
美
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
葛
飾
区
水
元
二
丁
目
一
〇
番
七
号
エ
リ
ー

ビ
ル
一
三
〇
一

中
央
株
式
会
社

代
表
清
算
人

滝
沢

智
也

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
七
丁
目
二
六
番
七
号
ビ
ク
セ

ル
新
宿
一
階

株
式
会
社
ア
ッ
プ
ス

代
表
清
算
人

興
梠

朋
裕

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
品
川
区
東
品
川
二
丁
目
二
番
四
号
天
王
洲

フ
ァ
ー
ス
ト
タ
ワ
ー
五
階日

本
サ
ン
テ
ル
株
式
会
社

（
法
人
番
号

1010701039574

）

代
表
清
算
人

柴
田

一
泰

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
目
黒
区
柿
の
木
坂
一
丁
目
二
三
番
一
七

二
〇
三
号

株
式
会
社
ケ
イ
・
ア
イ
・
ラ
ン
ド

代
表
清
算
人

石
井

勝
敏

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
目
黒
区
柿
の
木
坂
一
丁
目
二
三
番
一
七

二
〇
三
号

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
ホ
ー
ム

代
表
清
算
人

石
井

勝
敏

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
昭
島
市
田
中
町
二
丁
目
二
七
番
五
号

株
式
会
社
新
和
広
告

代
表
清
算
人

小
佐
野
茂
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
六
月
五

日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
港
区
麻
布
十
番
一
丁
目
五
番
一
〇
号

Ａ
Ｈ
Ａ
Ｕ
Ｒ
Ａ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

有
田

純
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
末
吉
町
四

七
七

一

一
〇
〇
三

合
同
会
社
の
ん
び
り
生
き
た
い

清
算
人

國
重

寿
美

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
解
散
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

神
奈
川
県
横
浜
市
磯
子
区
中
原
四

三

一
八

五
〇
二

合
同
会
社
か
な
ろ
こ

清
算
人

渡
邊

美
紀

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

神
奈
川
県
平
塚
市
め
ぐ
み
が
丘
二
丁
目
二
七
番
六
号

株
式
会
社
デ
ジ
ッ
ト

代
表
清
算
人

上
原

浩
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

ま
た
、
当
社
の
株
式
を
有
す
る
方
は
、
お
届
け
出
下
さ

い
。令

和
八
年
六
月
十
九
日

神
奈
川
県
横
須
賀
市
浦
郷
町
五
丁
目
二
九
三
一
番
地

六
九

有
限
会
社
栄
光
製
作
所

清
算
人

増
田

尚

連
絡
先

川
崎
市
幸
区
幸
町
二
丁
目
六
九
〇
番
地
七

多
摩
川
法
律
事
務
所

弁
護
士

増
田

尚

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

富
山
県
高
岡
市
荒
屋
敷
二
六
六
番
地

光
陽
製
器
株
式
会
社

代
表
清
算
人

金
森

栄
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

石
川
県
七
尾
市
吉
田
町
辰
部
八
番
地
一

有
限
会
社
ア
サ
ヒ
・
デ
ン
タ
ル
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー

清
算
人

三
室

旭

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

長
野
県
飯
田
市
八
幡
町
二
〇
七
五
番
地

有
限
会
社
丸
み
八
幡
製
綿
所

清
算
人

後
田

昌
人
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